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はじめに 

はじめに 

 

 熊本市電は 100年に及ぶ歴史の中で、市民の日常生活や社会活動を支える身近な交通

手段としてはもとより、熊本市のシンボルの 1つとして、多くの来訪者に利用されてき

ました。 

 現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため新たな生活様式の実践が叫ばれ、

人と人との触れ合う機会が減少しています。また、人口減少や高度情報社会が急速に進

展する中で、テレワークをはじめとするインターネット等を通じた交流が日常的に始ま

っています。 

 今まさに、公共交通の役割を改めて見直す時期に来ています。 

 

 私は、「公共交通」とは、単に移動するだけではなく、「人々の交流を促進し人と社会

をつなぐものである」と考えています。これからの公共交通は、人を目的地まで運ぶ移

動手段に留まらず、人と現実の社会への関わりを促していく、そのような役割も積極的

に果たしていく必要があります。 

 そこで、今後の熊本市電は、市民や来訪者が気軽に安心して利用できる移動手段であ

り続けるとともに、「市電に乗ること」そのものを楽しんでいただけるような交通機関

を目指していきます。加えて、公営企業として、熊本市はもとより熊本都市圏における

公共交通が将来にわたって持続的に発展できるよう、関係事業者や関係機関と連携しな

がらその中心的な役割を果たすとともに、熊本市が目指す「上質な生活都市」の実現に

貢献していきます。 

 

 このようなことから、今回、交通局の経営の理念や基本方針、これに基づく具体的な

取り組みや財政収支計画等を取りまとめ、令和 10（2028）年度を目標年次とする「熊本

市交通局経営計画」を策定しました。 

 なお、本計画の策定にあたっては、「熊本市交通事業運営審議会」の委員各位に熱心

にご審議いただくとともに、アンケート等を通じて多くの利用者の皆様から貴重なご意

見、ご提言をいただきました。 

 ここに改めて、心から感謝申し上げますとともに、熊本市電がさらに多くの皆様から

愛され、利用される交通機関として成長を続けていくよう、本計画を着実に進めていき

ますので、皆様方の一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

  

 令和 3年（2021年）3月               

熊本市交通事業管理者 古庄 修治 
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2 

計画策定の目的 
 

現在、熊本市内を走行する路面電車（以下「熊本市電」と記載します。）は、1 日に

約 3 万人、年間約 1,100 万人のお客様に利用されており、本市の都市活動や市民の生

活に欠かせない基幹公共交通として重要な役割を担っています。 

 

これまで熊本市交通局（以下「交通局」と記載します。）では、「交通事業経営健全

化計画（平成 21 年度～平成 27 年度）」や「交通事業中期経営収支プラン（平成 28 年

度～平成 31 年度（令和元年度）」に基づき、バス事業の民間移譲や熊本市電の機能強

化による利用促進策の推進、給料カットや運転士の嘱託化等による人件費削減を中心

とした抜本的な経営改革を行いました。 

その結果、平成 21 年度に約 924 万人まで落ち込んだ利用者が平成 30 年度では約

1,108 万人（＋20％増）まで増加し、平成 20 年度に約 55 億円あった資金不足につい

ても平成 27 年度に解消することができました。 

 

しかしながら、交通局の経営は未だ一般会計から一定の補助を受けて黒字となって

いる状況にあり、将来にわたって熊本市電を残し、安定的な運行サービスを提供する

ためには更なる経営努力が必要です。 

 

また、今後さらに人口減少・超高齢社会が進み、自家用車による移動が困難な人が

増えていくことが予想されることから、本市においては、目指すべき都市像として、

中心市街地と日常生活に必要な機能が整う地域拠点等とが利便性の高い公共交通で結

ばれた「公共交通を基軸とした多核連携都市」を掲げており、その中で、熊本市電は

広域交通拠点であるＪＲ熊本駅から中心市街地を通り東部地域を結ぶ、基幹公共交通

軸として位置づけられております。 

 

加えて、デジタル革新、イノベーションを活用した、いわゆる Society 5.0（ソサエ

ティ 5.0）と呼ばれる新たな未来社会の創造が打ち出されている中で、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大が拍車をかけ、インターネット上での電子商取引やリモートワーク

などが予想を超えるスピードで拡大するなど、公共交通を取り巻く環境は急速に変化

しています。 

 

そこで、本市のまちづくりの方向性や熊本市電の役割を踏まえつつ、将来の公共交

通を取り巻く環境の変化に適切に対応し、公営交通事業を計画的に運営していくため

に、この「熊本市交通局経営計画」を策定します。 
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計画の位置づけ 
 

本計画は、熊本市交通事業中期経営収支プラン（平成 28 年度～令和元年度）の後

継計画であり、交通局が将来にわたって持続・安定的に公営交通事業を推進していく

ための長期的な経営の指針となるものです。また、国（総務省）から全国の公営企業

に対し、住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを将来にわたり安定的

に提供できるよう、中長期的な「経営戦略」の策定が要請されており、本計画は、こ

の「経営戦略」としても位置づけます。 

 

本計画の策定に当たっては、「熊本市第 7 次総合計画」の方向性を踏まえるととも

に、「熊本地域公共交通計画」をはじめとする本市のまちづくり（都市）や観光、環

境等に係る各種計画との整合性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ２ 

熊本市第７次総合計画 

交通事業中期経営 

収支プラン 
（平成 28年度～令和元年度） 

後継 

 

熊本市交通局経営計画（2021～2028） 

 
財政収支計画 

 

事業計画を踏まえた財政収支計画 

  ・乗車人員の見込み 

  ・投資計画 

  ・収支計画 

 

 

基本理念 

経営方針 

計画目標 

将来にわたる企業の経営や活動の基本的考え 

経営理念を実現するための今後８年間の活動方針 

本計画期間中に達成すべき基本方針 

目標達成のための今後８年間での主な取り組み 

（国）経営戦略   

 

令和 2年度（2020年度） 

までに策定要請 

位置づけ 

交通分野 まちづくり（都市）分野 観光・環境・福祉分野 

 事業計画 

 関連各種計画 

整合 
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ＳＤＧｓは、「誰一人取り残されない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現

を目指すことを理念に掲げ、全ての国々が２０３０年までの間に達成すべき１７のゴ

ールからなる開発目標です。 

本市は、令和元年度に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。交通局においても、

これを契機として、環境面・経済面・社会面における様々な地域課題の統合的な解決

はもとより、国際社会の一員としてのグローバルな視点をもちながら、SDGｓの理念

を踏まえ、各施策に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SDGｓの理念における交通局に関連する主なターゲット】 

 

 

  

                                    

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】ＳＤＧｓについて 

・2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 

・2030 年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料

技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化

し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。 

・2030 年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きが

いのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成する。 

・全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境イ

ンフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

・2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通

機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続

可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 
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計画期間 
 

本計画期間は、令和 3 年度（2021 年度）から開業 100 周年を迎える令和 6 年度

（2024 年度）までの 4 年間をこれまでの集大成とし、令和 7 年度（2025 年度）から

令和 10 年度（2028 年度）までの 4 年間を次の 100 年を見据えた準備期間としてとら

え、合計 8 年間とします。 

なお、計画期間の中間にあたる 4 年後の令和 6 年度（2024 年度）を目途に社会情勢

の変化や取り組みの進捗状況等を踏まえ、中間見直しを行うこととします。 

また、現在検討が進められている市電延伸（自衛隊ルート）については、内容が決

定次第、本計画に盛り込んでいくこととします。 

 

 

 

【全体スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

年度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

（H28） （H29） （H30） （R1） （R2） （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10）

100周年

経営計画を検討

交通局経営計画(2021～2028）

中間見直し

交通事業中期経営収支プラン

戦略プログラム（計画期間の主な取り組み）
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これまでのあゆみ 
 

熊本市電は、大正１３年（１９２４年）

８月１日から営業を開始し、以来、熊本市

勢の発展とともに利用者も増え続け、そ

の需要の高まりから、市内の主要交通機

関として年々路線を拡大していき、年間

利用者数が最も多かった昭和３８年には

運行系統７系統、路線長約２５㎞まで拡

大しました。 

 

しかし、昭和４０年代に入ると、社会経済

情勢の変化やモータリゼーションの進展等

によって利用者が急激に減少し、経営は悪化

の一途をたどるようになり、軌道施設の老朽

化が最も進んでいた川尻線を皮切りに計４

つの路線を廃止せざるを得なくなりました。 

   

その後も累積赤字が積み重なり、昭和４

８年度に国の財政再建団体の指定を受け

た交通局は、市電を昭和５３年度までに全

廃する予定となっていました。しかしなが

ら、市民からの強い存続要望やバス転換後

に予想される交通渋滞、加えて、第一次オ

イルショックによるエネルギー問題など

から見直され、昭和５４年度に現在の 2 系

統の存続が正式に決定しました。 

 

そこで、交通局においては、昭和５１年度

から再建が完了する昭和６２年度まで、国及

び一般会計からの補助を受けながら、軌道敷

内自動車通行禁止、2 両連接車や日本初とな

る冷房車の導入など、乗客誘致のための様々

な対策を積極的に行い、経営基盤の確立を図

りました。 

 

１ 

▲昭和 38年（最盛期）の路線図 

▲昭和 40年 川尻線廃止（撮影：中村弘之氏） 

▲昭和 45年頃 車が溢れる国道 3号線 

（撮影：中村弘之氏） 

▲昭和５３年 日本初の冷房車 
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さらに、昭和６３年度からは自主再建

へと踏み出し、更なる乗客獲得のため、利

用者のニーズに合ったダイヤ編成や増便

をはじめ、電停上屋の設置等の諸施設の

改善、日本初となる超低床車両の導入な

どの対策を講じ、一時期落ち込んだ乗客

も回復基調に転じました。 

しかしながら、平成１２年度以降、乗客

数が再び減少傾向に転じるとともに、平

成１４年に建設した上熊本車両基地建設

に係る起債償還も加わり、経営は年々悪

化し、平成２０年度末の累積資金不足額

が５５億円、資金不足比率１９８％を超

える状況となりました。 

このようなことから、平成２１年度に「地

方公共団体の財政の健全化に関する法律」に

基づく「交通事業経営健全化計画」を策定し、

バス事業の民間移譲や、給与水準の見直し、

資産の売却等を行うなど、経営の健全化に集

中的に取り組んだ結果、平成 27 年度末をも

って累積資金不足を解消しました。 

 

また、平成 23 年 3 月の九州新幹線全線

開業以降を契機として、JR 新水前寺駅との

結節強化や輸送力の高い多編成車両の導

入（COCORO・5014 号車）、全国相互利用

交通系ＩＣカードや市電ロケーションシ

ステムの導入など、市電の機能強化や利便

性向上に努め、近年は利用者が増加傾向に

ありました。しかし、熊本市内でも新型コ

ロナウイルスの感染者が確認された令和 2

年２月頃からは乗客数が大きく減少して

おり、今後は厳しい経営環境となることが

見込まれ、経営形態など抜本的な見直しが

必要となっています。 

 

▲平成９年 日本初の超低床車導入（9701号） 

▲平成１４年 上熊本車両基地建設 

▲平成２7年 バス事業終了式典 

▲平成２６年 COCORO導入 ▲平成２９年 5014号復活 

▲平成２９年熊本市電ナビ導入 

▲平成２６年「でんでんニモカ」導入 
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【年表 熊本市交通事業の主なできごと】 
 

年号 西暦 主なできごと  年号 西暦 主なできごと 

 
大正 13 年 
 
 
 
昭和 3 年 
 
 
昭和 4 年 
 
 
 
昭和 10 年 
 
 
昭和 20 年 
 
 
 
 
昭和 29 年 
 
 
昭和 34 年 
 
 
昭和 40 年 
 
昭和 43 年 
 
昭和 44 年 
 
 
 
 
昭和 45 年 
 
昭和 47 年 
 
昭和 49 年 

 
1924 
 
 
 
1928 
 
 
1929 
 
 
 
1935 
 
 
1945 
 
 
 
 
1954 
 
 
1959 
 
 
1965 
 
1968 
 
1969 
 
 
 
 
1970 
 
1972 
 
1974 

 
市電開業（幹線・水前寺線） 
(熊本駅前～浄行寺町 4.7 ㎞) 
(水道町～水前寺 2.2 ㎞) 
 
黒髪線開通 
(浄行寺町～子飼橋 0.5 ㎞) 
 
春竹線・上熊本線開通 
(辛島町～春竹駅前 1.7 ㎞) 
(辛島町～段山町 1.4 ㎞) 
 
上熊本線延長 
(段山町～上熊本駅前 1.3 ㎞) 
 
健軍線開通 
(水前寺～三菱工場前 3.3 ㎞) 
熊本電気軌道（株）より川尻線を買収(河
原町～川尻町 7.5 ㎞) 
 
坪井線開通 
(藤崎宮前～上熊本駅前 2.1 ㎞) 
 
田崎線開通 
(熊本駅前～田崎橋 0.6 ㎞) 
 
川尻線廃止(7.5 ㎞) 
 
熊本市交通事業審議会発足 
 
交通事業審議会より最終答申 
「利用者の極端に少ない路線から順次
バスに切り替える必要がある」と赤字
路線の廃止を打ち出す。 
 
坪井線(2.1 ㎞)・春竹線(1.7 ㎞)廃止 
 
幹線一部及び黒髪線(1.6 ㎞)廃止 
 
「地方公営交通事業の経営の健全化の
促進に関する法律」による財政再建団
体の指定を受ける。 
 
昭和 51 年度までに 3 号系統(上熊本駅
前～体育館前)を昭和 53 年度までに 2
号系統(田崎橋～健軍町間)を廃止し市
電を全廃する交通事業再建計画を議決 
（昭和 62 年度再建終了） 
 

  
昭和 53 年 
 
昭和 54 年 
 
 
 
昭和 57 年 
 
 
平成 8 年 
 
平成 9 年 
 
平成 14 年 
 
平成 19 年 
 
平成 21 年 
 
 
 
 
 
平成 22 年 
 
 
平成 23 年 
 
 
 
 
平成 26 年 
 
 
 
 
平成 27 年 
 
 
平成 28 年 
 
平成 29 年 
 
 
 
 
平成 30 年 

 
1978 
 
1979 
 
 
 
1982 
 
 
1996 
 
1997 
 
2002 
 
2007 
 
2009 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
2011 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
2015 
 
 
2016 
 
2017 
 
 
 
 
2018 

 
全国初冷房車運行開始 
 
第 6 次再建計画変更及び第 7 次再建計
画の変更の議決により 2 号系統及び 3
号系統の存続が正式決定 
 
全国初 VVVF インバター方式電車運行
開始 
 
さくらカード（熊本市優待証）運用開始 
 
全国初超低床電車運行開始 
 
上熊本車両基地完成 
 
大江新局舎完成 
 
「地方公共団体の財政の健全化に関す
る法律」による経営健全化団体となり
「交通事業経営健全化計画（平成 21 年
度～平成 27 年度）」を策定 
（平成 27 年度資金不足解消） 
 
全国初の熊本駅前～田崎橋間のｻｲﾄﾞﾘ
ｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝによる運行開始 
 
九州新幹線開業 
 
新水前寺駅前電停とＪＲ新水前寺駅を
結節 
 
全国相互利用ＩＣカード「でんでんニ
モカ」を導入 
 
新型超低床電車「ＣＯＣＯＲＯ」導入 
 
市営バスの最終路線を民間へ移譲し、
バス事業廃止 
 
熊本地震が発生し、3 日間全線運休 
 
市電ロケーションシステム「熊本市電
ナビ」の運用開始 
 
連接車両（5014 号車）の復活運行開始 
 
熊本市電ナビのﾓﾆﾀｰを 8 電停へ設置 

 

【開業からこれまでの乗車人員及び路線長の推移】 
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路線長 乗車人員（千人） （㎞） 

最大乗車人員：昭和 38 年度 

約 4,250 万人 路線長約 25ｋｍ 

令和元年度 

約 1,101 万人 

路線長約 12ｋｍ 

最小乗車人員：平成元年度 

約 881 万人 路線長約 12ｋｍ 
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交通事業の概要 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ２ 

【軌道の状況】 

【運行系統】 【現在の路線図】 

【在籍車両】 

① 1060 形 ③ 1090 形 

【主な車両】 

⑧ 8800 形 ⑩ 5000 形 ⑪ 9700 形 ⑫ 0800 形 

R2年度 備考

35ヵ所

単線 19ヵ所 ※健軍町は上りのみ

複線 最長 591m 熊本駅前～祇園橋

計 最短 126m 田崎橋～二本木口

平均 356m

項目

軌道延長

亘長

営業キロ

電停間距離

上屋数

停留場数

停留場

（電停）

R2年度

23.7㎞

11.9㎞

11.8㎞

0.1㎞

12.1㎞

項目

R2年度

区　間 田崎橋～健軍町

系統長 9.2㎞

停留場 26ヵ所

所要時間 52分

平日：259本

土曜：281本

日曜：281本

区　間 上熊本～健軍町

系統長 9.4㎞

停留場 28ヵ所

所要時間 49分

平日：158本

土曜：150本

日曜：150本

※令和3年1月25日改正

運行本数

（上下合計）

Ｂ系統

Ａ系統

項目

運行

系統

運行本数

（上下合計）

車両種別 型　式 編成数 車両数 1編成定員 全定員 1編成の車齢

①１０６０形 1編成 1両 71人 71人 68年

②１０８０形 2編成 2両 68人 136人 64年～65年

③１０９０形 7編成 7両 68人 476人 62年～63年

④１２００形 6編成 6両 69人 414人 61年

⑤１３５０形 6編成 6両 69人 414人 59年

⑥８２００形 2編成 2両 70人 140人 37年

⑦８５００形 4編成 4両 72人 288人 33年～35年

⑧８８００形 3編成 3両 72人 216人 26年～31年

⑨９２００形 5編成 5両 72人 360人 25年～28年

連接車 ⑩５０００形 1編成 2両 130人 130人 62年

⑪９７００形 5編成 10両 76人 380人 19年～22年

⑫０８００形 2編成 4両 82人 164人 11年

⑬０８０３号 1編成 2両 86人 86人 5年

45編成 54両 平均73人 3,275人 平均44年

単車

超低床車

合計
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【交通局の組織】 

【運賃制度】 【過去 30 年の運賃改定の推移】 

【令和元年度運輸成績】 【令和元年度財務状況】 

年　月 料金体系 区　間 改定後 改定額

～2キロ 130円 +10円

2～5キロ 150円 +10円

5～8キロ 170円 +10円

8キロ～ 190円 +10円

～2キロ 130円 0円

平成10年3月 2～5キロ 150円 0円

※消費税転嫁 5～8キロ 180円 +10円

8キロ～ 200円 +10円

～2キロ +20円

2～5キロ 0円

5～8キロ ▲ 30円

8キロ～ ▲ 50円

平成19年10月

平成4年10月

平成28年2月 均一

対キロ

対キロ

対キロ

↓

均一

全線

150円

+20円170円

令和元年度

366日

1,800,293㎞

14,170両

11,008千人

1,577百万円

走 行 キ ロ 4,919㎞

使用車両数 39両

利 用 者 数 30,077人

運 賃 収 入 4,309千円

1日平均

項　目

年間 走行 キロ

年間 運賃 収入

年 間 利 用 者

年間 使用 車両

営 業 日 数

項　目 令和元年度 項　目 令和元年度

営業収益 1,685百万円 営業費用 1,959百万円

営業外収益 517百万円 営業外費用 25百万円

特別利益 34百万円 特別損失 13百万円

総収益 2,236百万円 総費用 1,997百万円

営業損益 ▲ 274百万円 営業収支比率 86.0%

経常損益 218百万円 経常収支比率 111.0%

当期損益 239百万円 資金不足比率 －

項目

全線均一運賃運賃体系

R2年度 割合

一　般 73人 38%

任期付 5人 3% 総務課

再任用 16人 8% 管理者 次長 (21)

小　計 94人 48% (1) (1) 運行管理課 上熊本車両工場(14)

非正規 会計年度 100人 52% (29)

194人 100% 大江営業所(128)

※管理者は一般正規職員に含む ※数字は在籍職員数（正規・非正規含む）

項目 組織図

職員数

※期首

正　規

合計

備考

大人 小児

170円 90円

1か月 3か月

通勤 6,120円 17,440円

通学（大人） 5,100円 14,540円

通学（小児） 2,550円 12,200円

大人 小児

市電専用 500円 250円

電車・バス共通 区間①

電車・バス共通 区間②

電車・バス共通 県内版

12,000円 6,000円

定期運賃

主な種類

700円

貸切運賃

1日乗車券

普通運賃

金額

2,000円

900円
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外部環境 

内部環境 

１ 

２ 

熊本市電の役割 ３ 
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 本計画の策定に当たっては、交通事業の置かれている現状・課題の把握、まちづくり

における熊本市電の役割、これまでの傾向を踏まえた将来の事業環境予測を行うことで、

交通局が将来目指すべき姿を展望することが重要となります。 

そこで、本章では事業に大きな影響を及ぼす可能性がある事項について、外部環境（交

通局の外）と内部環境（交通局の中）に分けて整理するとともに、本市のまちづくりに

おける熊本市電の役割を明らかにします。 

  

外部環境 
 

（１）熊本市の人口構造の変化 

 日本の総人口は減少局面に入っており、本市においても将来的に人口が減少して

いくことが見込まれていることから、利用者の減少に留意が必要です。 

  また、年齢構成別をみると、経済活動を支える生産年齢人口は減少し、65 歳以上

の老年人口が増加することから、今後は高齢者が利用しやすい環境整備がさらに重

要となっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

138 140 131 122 114 108 106 104 102 98 94 91 89 86

423 446 465 485 486 481 474 458 443 433 422 409 387 368

58
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（H17）
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（H22）

2015年

（H27）

2020年

（R2）

2025年

（R7）

2030年

（R12）

2035年

（R17）

2040年

（R22）

2045年

（R27）

年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上)

資料）国勢調査、2020 年以降は国立社会保障・人口問題研究所日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計） 

実 績 値 推 計 
（千人） 

【熊本市の人口の推移と将来人口推計】 
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（２）熊本都市圏交通の特性とバスとの連携 

平成 24 年度に実施した熊本都市圏パーソントリップ調査によると、自動車の普及

や女性の免許保有率の上昇から自動車分担率は増加しており、熊本都市圏交通の約

64％が自動車を利用しています。 

一方で、公共交通機関全体の分担率は減少しており、全体の 5.7％しかない状況で

あり、その中で熊本市電の分担率は 0.7％にとどまっています。 

  また、年齢別にみると高齢者の移動は平成 9 年度に実施したパーソントリップ調

査時に比べて 2.5 倍に増加しており、今後も人口構造の変化に伴いさらに増加する

ことが予想されており、自動車事故についても全体の発生件数は減少傾向にある中

で、高齢者が第一当事者（加害者）の事故は増加傾向にあることから、安全安心な

移動環境を確保するためには、特に高齢者に対し自家用車利用から公共交通利用へ

の転換を促進していく必要があります。 

  また、熊本市電の路線上には多くのバスの路線が重複して運行していますが、運

賃体系や運行ダイヤの違いなどから、利用者にとってはわかりにくく、市民アンケ

ート調査結果からも公共交通を利用しない理由の中で、「乗り継ぎが不便、面倒」、

「自動車・バイクの方が所要時間が短い」という 2 項目で約 5 割を占めていること

から、公共交通機関全体の利用者が伸びない要因の一つになっていると考えられま

す。 

  このようなことから、バス事業者などと連携し乗り継ぎの強化や速達性、定時性

の向上等に取り組み、公共交通全体のサービス水準を向上させる必要があります。 
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資料）第 4回熊本都市圏 PT調査（調査結果の概要） 

資料）熊本都市圏総合交通戦略 

【公共交通を利用しない理由（自動車・バイク通勤者）】 

【高齢者トリップ数の推移）】 【高齢者が第一当事者となる事故の割合の推移】 

資料）第 4回熊本都市圏 PT調査（調査結果の概要） 

【代表交通手段別トリップ構成】 
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（３）新型コロナウイルス感染症の拡大と新しい生活様式 

  世界中で拡大している新型コロナウイルス感染症は、私たちの生命と健康を脅か

し日常の生活に大きな不安を与えるとともに、社会経済活動を縮小させるなどの深

刻な影響を及ぼしていますが、未だ終息のめどは立っていません。 

  公共交通機関に対しても、不要不急の外出自粛や国内・国際間の移動制限など、

感染拡大防止策の実施に伴い公共交通機関の利用者が激減しており、熊本市電の乗

車人員についても、令和 2 年度は対前年比約 60％となる大幅な減少が見込まれてい

ます。また、テレワークをはじめとした新しい生活様式が取り入れられることで、

感染症の終息後も利用者は完全には回復しないものと推測されます。 

  そのような中で、熊本市電を単なる移動手段ではなく、乗ることそのものを楽し

めるような付加価値を提供するなど、新たな利用者の確保に取り組む必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全国及び東京圏の平均テレワーク率】 

資料）（公財）NIRA 総合研究開発機構 「第 3 回テレワークに関する就業者実態調査」 

令和 2年 
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（４）訪日外国人観光客の動向 

 近年は訪日外国人が増加しており、特に令和元年度は、本市においてラグビーワ

ールドカップや女子ハンドボール世界選手権など国際スポーツ大会が開催されたこ

ともあり、過去最多となる約 71 万人の外国人が本市を訪れました。 

この傾向は今後も続くと予想されていましたが、新型コロナウイルス感染症の世

界的な流行により、外国人観光客は激減しています。しかし、終息後は、熊本市電を

利用して市内の主要観光施設を訪れる外国人観光客の数は回復していくものと考え

られます。 

今後は、感染症の終息を見据え観光部門と連携しながら、外国人観光客が安心し

て快適に利用できる環境整備に継続して取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 最寄り電停 

熊本城・城彩苑 熊本城・市役所前 

水前寺成趣園 水前寺公園 

熊本市動植物園 動植物園入口 

熊本市現代美術館 通町筋 

くまもと文学・歴史館 市立体育館前 

北岡自然公園 祇園橋 
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(R1)

（千人） 

資料）熊本市観光統計 

【訪日外国人観光客の入込数】 

【市内の主要観光施設と最寄りの電停】 
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（５）災害への対応 

  平成 28 年熊本地震の際は、九州自動車道の一部区間や道路、橋梁が多数通行止め

になり激しい交通渋滞が発生し、市民の日常生活の移動に大きなダメージを受けま

した。 

  熊本市電も軌道施設のみならず、電停、架線、車両等にまで被害が及んでおり、

本震の発生後は全線運休を余儀なくされました。軌道施設等の復旧工事に対応でき

る業者の確保が困難な中で、交通局の職員で懸命な復旧作業を行い、他の公共交通

機関に先駆け本震から４日後の始発から全線での営業運転を再開しました。 

  これらの経験から、地震や集中豪雨等の災害時においても早期の復旧が可能な公

共交通機関としての役割を担い、災害を想定した点検・整備や平常時の防災訓練や

復旧訓練に努めるとともに、災害時における他の公共交通機関の連携強化に取り組

んでいく必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲上熊本駅前電停ホームの沈下 
▲国道３号線の渋滞状況 

資料）平成 28年熊本地震「震災の記録」 

▲段山町電停付近のレール破断 ▲大江車庫を発車する試運転電車 
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（6）環境負荷の推移 

本市の温室効果ガス排出量の推移をみると総量は減少傾向にありますが、本市の

平均気温はこの 100 年間で約 2℃上昇しており、地球温暖化への影響が懸念されて

います。このような中、地球温暖化の主な原因物質である CO2 の排出源を部門別で

みますと、本市では運輸部門が約１/５を占めています。 

熊本市電は自動車に比べて CO2 排出量が少なく、走行中に街なかで有害な排気ガ

スを出さない環境に優しい乗り物であるため、自家用車利用からの転換を促進する

ことで環境負荷を抑えることができます。 

また、運行における省エネ運転や省エネ設備の導入、さらには再生可能エネルギ

ーの活用促進など、熊本市電の特性をさらに伸ばしていく取り組みが必要です。 
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【熊本市の温室効果ガスの排出量】 

資料）温室効果ガス排出量（確定値）について（熊本市） 

【熊本市の平均気温の推移】 
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内部環境 

 

（１）安全・安心について 

熊本市電は、全国の軌道事業者と比較して、事故発生件数が突出しており、過去

10 年間の事故件数の推移を見ても、年度毎に増減はありますが、全体として事故件

数は減少していません。 

事故の責任が熊本市電側に起因する「有責事故」についても毎年発生しており、

安全マネジメントの推進に向け、組織としての安全管理を強化し、職員一人ひとり

が確かな知識、技術のもと職務に臨む必要があります。 

また、熊本市電は一部の区間を除いて道路上に線路が敷設された併用軌道であり、

県道熊本高森線など交通量の多い主要道路を通っていることから、自動車が右折す

る際の接触事故が多く、今後は、軌道内優先（軌道敷を自動車が横断する場合でも、

路面電車が優先して運行できる）に甘んじることなく事故を未然に防止するため、

乗務員の意識改革を含めた徹底した安全対策に取り組んでいかなければなりません。 
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資料）全国路面軌道連絡協議会（第 37回定期総会資料） 
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（２）施設・設備の老朽化 

本市の軌道事業は大正 13 年に開業して以来、令和 2 年度で 96 周年を迎えました。

これまで、施設や設備の更新には多額の費用が見込まれることから、経営健全化の

中では改修等により延命を図りつつ必要最小限の更新を行ってきました。このため、

安全輸送を支える電車車両や軌道、電路設備等の老朽化が進み、これ以上の延命化

が困難な状況のものも数多く抱えています。 

そこで、今後は、運行の安全確保に向け、収支計画との整合を図りながら計画的

な更新に取り組んでいく必要があります。 

 

① 電車車両の状況 

熊本市電は現在 45 編成（54 両）の車両を保

有しており、超低床車両は 8 編成（16 両）とな

っています。 

半数近くの車両が昭和 20 年～30 年代に製造

された古い車両（旧型車）であり、車体の腐食

が見受けられることから、定期的な板金塗装な

どの車体メンテナンスや老朽化や腐食の状況

に合わせた車体改良による延命措置等を行い

安全の確保に努めてきました。 

しかし、最近では車両の部品が製造中止にな

るなど、これまで以上に車両の維持管理を行う

ことが困難な状況になっています。 

今後は、バリアフリーや機能強化（輸送力の

強化・速達性の向上）の観点を踏まえ、車両の

更新や大規模改修を計画的に実施していく必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1 編成あたりの使用年数（令和 2 年 3 月 31 日現在）】 

▲旧型車の腐食状況（１） 
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13 年 
目標使用年数を設定し延命化を図りつつ 

平準化しながら更新する必要がある。 

▲旧型車の腐食状況（２） 
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② 軌道施設の状況 

交通局の軌道施設は、田崎橋～健軍町、上熊

本～健軍町（辛島町～健軍町は共通）の 2 系統

で、路線キロ 11.9 ㎞のうち一部区間（洗馬橋～

新町、県立体育館前～上熊本 計 350ｍ）を除

いては道路上に線路が敷設された「併用軌道」

となっています。 

軌道施設は日々の電車の走行で、レールの摩

耗や振動により傷みが生じ、騒音の発生や乗り

心地が悪化します。 

このため、日々の定期点検や計画的な軌条更

換を実施していく必要があります。 

これまでの経営健全化のなかで、軌条更換に

ついては必要最低限に留めてきたことから、敷

設から 20 年（法定耐用年数）を超えている延

長が全体の約 6 割を超えております。今後は、

更換延長を伸ばすなど、軌条更換のスピードア

ップを図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 電路設備の状況 

（ア）変電所 

電車を動かすために高圧交流の電気を低

圧直流の電気へ変換する施設で、交通局では

4 か所設置しています。 

一番古い変電所は、平成 14 年度に設置し

た上熊本変電所であり比較的新しい施設と

なっています。 

今後は、予防保全の観点から一定の期間で

細密点検を行いながら、長寿命化を図ってい

く必要があります。 

▲軌条更換前の軌道 

▲軌条更換後の軌道 
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路線
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0-10年 11-20年 21-30年 31-40年 40年以上
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（㎞） 

【軌条敷設からの経過年数（令和 2 年 3 月 31 日現在）】 

▲新鍛冶屋町変電所 

▲健軍変電所 




